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（県が他の主体に参画を期待する取組） 
● 県民一人ひとりは、ボランティア活動などにより、外国人住民の日本語習得支援

に取り組みます。 
● ＮＰＯ等は、行政との協働により、多言語での行政・生活情報の提供や日本語の

習得支援に取り組みます。 
● 市町は、外国人住民の日本語習得支援や生活オリエンテーションなどを実施しま

す。 
 

取組方向２：外国人住民に対する生活支援に向けて 
（県の取組） 
（１）外国人住民の日常生活の中で直面する疑問や悩み事に対し、適切な相談・対応を

はかるため、多言語による生活相談を行うとともに、庁内および他の主体との連携
強化に取り組み、外国人住民を取り巻く課題について効果的な解決をはかります。 

（２）災害や病気等から外国人住民が安心して暮らせる環境を整備するため、通訳ボラ
ンティアの育成やスキルアップのための研修を実施するとともに、制度の普及や啓
発などに取り組みます。 

（３）外国人児童生徒を支援するため、日本語教育および適応指導の充実に取り組みま
す。 

   
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● 県民一人ひとりは、通訳ボランティアなどの活動により、行政が実施する事業に
参画し、外国人住民の生活支援に取り組みます。 

● ＮＰＯ等は、自治会や行政との協働により、外国人住民の生活上の相談などに取
り組みます。 

● 企業や商工団体等は、外国人労働者の適切な就業機会の確保や就労環境の改善に
取り組みます。 

● 市町は、基礎自治体として、外国人住民を直接支援する主体としての取組を行い
ます。 

 

取組方向３：多文化共生の地域づくりに向けて 
（県の取組） 
（１）県民一人ひとり、学校、ＮＰＯおよび企業等における国際理解を促進し、多文化

共生や海外への国際貢献活動の人材育成などにつなげるため、ワークショップ（※

注１）の形式を取り入れた研修などを実施します。 
（２）外国人住民が安心して快適に暮らすことができるように、日本の法令やルールな

どの情報提供に取り組みます。 
 
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● ＮＰＯや企業等は、自らの知識や経験等を生かして、地域での交流事業を実施す
るなど活発に多文化共生社会づくりに取り組みます。 

● 市町は、多文化共生の拠点づくりや啓発活動に取り組み、地域住民の意識の醸成
をはかります。 

（※注１）：ワークショップ：参画型講習会 
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